
 

徳 島 市 工 事 検 査 要 綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、徳島市契約規則（平成３年徳島市規則第５号。以下「規則」という。）第

３５条に規定する検査のうち、徳島市（地方公営企業を除く。）で契約する工事（工事に関す

る調査、測量、設計等の業務委託契約を除く。以下「工事」という。）の適正な検査に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（検査の種類） 

第２条 検査の種類及び意義は、次のとおりとする。 

（１）しゅん工検査 工事の完成を確認するための検査 

（２）部分払検査 工事の完成前に、請負代金額の一部を支払う必要があるときの工事の既済 

部分を確認するための検査 

（３）中間検査 工事の施工過程において、施工状況の適否を確認するための検査 

（４）既済部分検査 工事請負契約を解除した場合、又は部分引渡しの指定部分に係る当該工 

事の既済部分を確認するための検査 

２ 前項第１号のしゅん工検査は、部分払検査又は中間検査において既に検査した部分を含めた

工事全体について行うものとする。 

（検査員） 

第３条 前条第１項各号に掲げる検査を行う者（以下「検査員」という。）は、次条に定める検

査実施依頼があったときは、厳正かつ公平に検査を行わなければならない。 

２ 市長は、工事請負契約に係る工事請負金額が 300 万円を超える工事（以下「基準額を超える

工事」という。）に係る検査員について検査事務上、特に必要があると認めるときは、臨時に

指名することができる。 

３ 工事請負契約に係る工事請負金額が 300 万円以下の工事（以下「基準額以下の工事」という｡）

に係る検査員は、工事の管理、監督を担当する課等の長（以下「工事主管課長」という。）が

指名するものとする。 

（検査実施依頼） 

第４条 基準額を超える工事について、第２条第 1 項各号に掲げる検査が必要となったときは、

工事主管課長は総括監督員、主任監督員又は現場監督員（以下「監督員」という。）による確

認（下検査）のうえ、当該工事の検査について検査実施依頼書（様式第４号）及び工事成績表

（様式第７号。しゅん工検査の場合に限る。）を作成し工事検査監に提出するものとする。 

２ 基準額以下の工事について、第２条第１項各号に掲げる検査の必要が生じたときは、受注者

が当該工事の検査について検査請求書（様式第１号、様式第２号又は様式第３号）を工事主管

課長に提出するものとする。 

（検査の立会） 

第５条 検査員は、工事の検査に当たって、次に挙げる者の立会いのうえ検査しなければならな

い。 



 

（１） 当該工事主管課職員（監督員及び係長以上の職にある職員） 

（２） 受注者又は現場代理人 

（３） 専任の主任技術者又は監理技術者 

２ 検査員は、特殊な専門性や技術力が求められる工事において、当該工事の専門技術者の立会

いを求めることができる。 

（資料の提出による検査） 

第６条 次の各号に掲げる工事施工部分の検査については、検査員は監督員から当該工事の施工

状況を聞き、提出された記録、写真その他関係書類の審査によって行うことができる。 

（１）工事完成後、外面から明視できないもの 

（２）工事完成後、判定の困難なもの（除却部分、解体部分、仮設部分等） 

（３）水中又は地下埋設のもの 

（４）強度試験又は性能試験を必要とするもの 

（諸帳簿等の提出等） 

第７条 検査員は、検査にあたっては受注者に対し必要に応じ工事に関する諸帳簿、伝票等につ

いても提出を求め、検査を行うことができるものとする。 

（電子検査）※土木工事のみ 

第８条 検査員及び監督員は、受注者から提出される書類の一部が電子データの場合、これによ

り検査を実施する。なお、電子検査に必要な機器は、原則として発注者が用意することを基本

とするが、これによりがたい場合は、受注者が用意した機器（ソフトも含む）で検査を行うこ

とができる。 

（修補工事） 

第９条 検査員は、検査の結果指摘箇所があったときは指摘事項を記載した修補指示書（様式第

５号）により、受注者及び工事主管課長に修補工事の指示をしなければならない。ただし、軽

微な事項については口頭によりこれを行うことができる。 

２ 検査員は、受注者及び工事主管課長から修補工事完了報告書（様式第６号）の提出があった

ときは、速やかに再検査を行わなければならない。この場合において、軽微なものについては、

当該修補工事の完了写真その他の資料で再検査を行うことができる。 

（基準額を超える工事の検査報告） 

第１０条 検査員は、基準額を超える工事について次の各号の検査を完了したときは当該各号に

定める書類を作成し、市長に報告するものとする。 

（１）しゅん工検査 しゅん工検査復命書（様式第１０号）及び工事成績表（様式第７号）並び

に検査結果調書（様式第９号） 

（２）部分払検査 部分払検査復命書（様式第１０号）及び検査結果調書（様式第９号） 

（３）既済部分検査 既済部分検査復命書（様式第１０号）及び検査結果調書（様式第９号） 

２ 検査員は、基準額を超える工事について中間検査を完了したときは、検査結果調書（様式第

９号）を作成し、市長に報告するものとする。 

 



 

（基準額以下の検査報告） 

第１１条 検査員は、基準額以下の工事について、しゅん工検査復命書を作成し市長に報告する

とともに、工事成績表（様式第１４号）を作成し、工事検査監に提出するものとする。 

（検査結果通知書の交付） 

第１２条 しゅん工検査及び既済部分検査の結果、合格と認めたものについては当該受注者に対

し、検査結果通知書（様式第１１号）を交付するものとする。 

（工事成績の評定） 

第１３条 検査員及び監督員は、しゅん工検査により完成を確認した工事について、別に定める

工事成績評定要領に基づき、その成績を評定しなければならない。 

２ 工事主管課長及び当該工事の予算を執行する課等の長（以下「事業主管課長」という。）は、

前項の規定による評定の結果を工事の受注者に通知しなければならない。 

（書類の整備） 

第１４条 工事主管課長は、次の各号に掲げる書類を整理しておかなければならない。なお、書

類の一部を電子データで提出する場合は、紙媒体書類と照合し、重複及び不足が生じないよう

確認しなければならない。 ※なお書き以降は土木工事に適用 

（１）設計図書 

（２）出来形図 

（３）工事写真 

（４）しゅん工写真（部分払又は既済部分検査の場合は、出来高部分又は既済部分写真とする）

（様式第１３号） 

（５）施工計画書（別に定める「施工計画書の提出基準」による） 

（６）工程表 

（７）施工体系図、施工体制台帳、作業員名簿の写し 

（８）工事材料、製品の品質、数量、規格又は性能等を証明する資料 

（９）その他の関係書類 

（適用除外工事） 

第１４条 この要綱の規定は、設計予定価格が２００万円以下の工事については、適用しないこ

とができる。 

（特別の技術を要する工事等に関する特例） 

第１５条 特別の技術を要する工事、その他市長が別に定める工事の検査については、この要綱

によらないことができる。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、検査員の検査に関し必要な細目は、市長が別に定める。 

  

 附 則 

この要綱は、昭和５９年４月１日から施行する。 

  附 則 



 

この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行前に契約している工事については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行前に契約している工事については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行前に契約している工事については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行前に契約している工事については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行前に契約している工事については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行前に契約している工事については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行前に契約している工事については、なお従前の例による。 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行前に契約している工事については、なお従前の例による。 

 


